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(57)【要約】
【課題】洗い場床上の全面や壁の低い部分、バスエプロ
ン等の細菌や黴が繁殖しやすい部位に殺菌水を行き渡ら
せることができ、より長い時間、殺菌水を洗い場床上に
滞留させることが可能な浴室殺菌システムを提供する。
【解決手段】　バスエプロンと、浴槽に向き合う第１の
壁面と、第１の壁面の一方の端部から浴槽側に延在する
第２の壁面と、第３の壁面と、により囲まれた浴室の洗
い場床を殺菌するための浴室殺菌システムであって、バ
スエプロン及び第１の壁面及び第２の壁面及び第３の壁
面の全てに殺菌水を直接吐水する殺菌水吐水部を備えて
いることを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バスエプロンと、
　前記バスエプロンから洗い場床を隔てて前記浴槽に向き合う第１の壁面と、
　前記第１の壁面の一方の端部から前記浴槽側に延在する第２の壁面と、
　前記第１の壁面の他方の端部から前記浴槽側に延在する第３の壁面と、により囲まれた
浴室の洗い場床を殺菌するための浴室殺菌システムであって、
　前記バスエプロン及び前記第１の壁面及び前記第２の壁面及び前記第３の壁面の全てに
殺菌水を直接吐水可能である殺菌水吐水部を備えていることを特徴とする浴室殺菌システ
ム。
【請求項２】
　前記殺菌水吐水部は、前記洗い場床を囲む前記バスエプロン及び前記第１の壁面及び前
記第２の壁面及び前記第３の壁面の全周に亘って殺菌水を吐水可能であることを特徴とす
る請求項１記載の浴室殺菌システム。
【請求項３】
　前記洗い場床の表面には、複数の島状に形成された滑り止め用の凸部と、
これら前記凸部の間に、前記凸部を取り囲むように形成され、且つ排水口まで連続するよ
うに形成された流路と、を備え、
前記流路は、排水口に水が流れ込むように排水勾配が取られており、
前記流路内に水が流れ込んだ時に、排水勾配によって前記流路内を流れる水の流速を抑制
するための流下抵抗が、前記排水口まで水が途切れることなく連続的に存在するのに充分
な程度に働くように構成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の浴室殺菌
システム。
【請求項４】
　前記洗い場床上には、排水口に水が流れ込むように排水勾配が取られており、
前記殺菌水吐水部からみて、前記排水口より手前側は、大半が洗い場床上に直接吐水せず
に壁面またはバスエプロンに殺菌水が当たった後に洗い場床上を流れるように吐水される
ようにし、
前記殺菌水吐水部からみて、前記排水口より遠方側は、前記洗い場床上に直接吐水される
ようにすることを特徴とする請求項１乃至３いずれかに記載の浴室殺菌システム。
【請求項５】
　前記殺菌水吐水部は、前記第２の壁面に取設されるカウンターに取り付けられており、
　前記排水口は、前記洗い場床の前記バスエプロン側端辺であって、前記第２の壁面と前
記第３の壁面の間であって、前記第２の壁面からは成れた位置に形成されていることを特
徴とする請求項４記載の浴室殺菌システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室の洗い場に殺菌水を吐水して、細菌の発生を抑制する浴室殺菌システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、殺菌性物質又はイオンを含有する殺菌水を散布して、浴室の細菌の発生を抑制す
る浴室防汚装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
　斯かる浴室防汚装置においては、殺菌水を霧状、粒状、流水状等の形態で散布すること
が開示されている。
【特許文献１】特開平９－２２０２７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　特に細菌や黴が繁殖しやすいのは、洗い場床上や壁の低い部分、バスエプロン等である
。この点、特許文献１のように壁面高所や天井から殺菌水を散布すると、死角が発生して
しまい、洗い場床上や壁の低い部分、バスエプロン全てに殺菌水を吐水することが困難で
ある。
【０００４】
　また、洗い場床上全面に殺菌水を行き渡らせ、より長い時間、殺菌水を洗い場床上に滞
留させる工夫については開示されていない。
　本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、洗い場床上の全面や壁の低い部分
、バスエプロン等の細菌や黴が繁殖しやすい部位に殺菌水を行き渡らせることができ、よ
り長い時間、殺菌水を洗い場床上に滞留させることが可能な浴室殺菌システムを提供する
ことを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る浴室殺菌システムは、上述した課題を解決するために、本発明の一態様に
よれば、バスエプロンと、前記バスエプロンから洗い場床を隔てて前記浴槽に向き合う第
１の壁面と、前記第１の壁面の一方の端部から前記浴槽側に延在する第２の壁面と、前記
第１の壁面の他方の端部から前記浴槽側に延在する第３の壁面と、により囲まれた浴室の
洗い場床を殺菌するための浴室殺菌システムであって、前記バスエプロン及び前記第１の
壁面及び前記第２の壁面及び前記第３の壁面の全てに殺菌水を直接吐水可能である殺菌水
吐水部を備えている。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係る浴室殺菌システムによれば、洗い場床上の全面や壁の低い部分、バスエプ
ロン等の細菌や黴が繁殖しやすい部位に殺菌水を行き渡らせることができ、より長い時間
、殺菌水を洗い場床上に滞留させることが可能な浴室殺菌システムを提供することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明に係る浴室殺菌システムの一実施形態について、添付図面を参照して説明する。
図１は、本実施形態に係る浴室殺菌システムの全体的な概要を示すものである。
　この浴室殺菌システムは、浴槽２と、浴槽２の長辺側に隣接する洗い場床３と、浴槽２
側から洗い場床３を隔てて浴槽２に対向する第１の壁面４側へ横設された浴室カウンタ５
と、浴室殺菌装置１とから構成される。洗い場床３は、排水口７内に向かって排水用の下
り勾配が取られている。ここで、浴室カウンタ５は、第２の壁面に取り付けられており、
浴槽２のリム２ａより低い位置に配置されている。浴室カウンタ５に対向する第３の壁面
３６もしくは、第１の壁面４のいずれかに人が浴室内に出入りする出入口用のドア３７が
設けられる。尚、排水口７は、洗い場床３のバスエプロン側端辺であって、第２の壁面と
第３の壁面の間の略中央位置に形成されている。
【０００８】
　また、この浴室には、洗い場床３の浴槽２側端辺から、浴槽２の洗い場床３側端辺まで
を掩蔽するバスエプロン６と、洗い場床３の浴槽２側端辺に、洗い場床３より一段低く形
成され、排水トラップ（図示せず）が取設される排水口７が設けられ、排水口７上面には
、洗い場床上の水が排水口７内に流入可能な程度の隙間を空けて排水蓋８が載置される。
【０００９】
　浴室殺菌装置１は、制御ボックス１０と、機能ユニット１１と、殺菌水吐水部に該当す
る散布ノズル１２と、リモコン１３とを備える。
　制御ボックス１０は、浴室の天井裏に設置され、リモコン１３からの指示により、機能
ユニット１１内の後述する電磁弁及び電解槽を制御する。機能ユニット１１は、殺菌水を
生成するユニットであり、浴室カウンタ内に内蔵され、その先端には殺菌水を散布する散
布ノズル１２が接続される。
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【００１０】
　リモコン１３は、浴室前の更衣室等の壁面に設置され、スイッチ１３ａとＬＥＤ１３ｂ
とを備える。スイッチ１３ａをＯＮにすると、浴室殺菌装置１が作動を開始するとともに
、ＬＥＤ１３ｂが点灯し、浴室殺菌装置１が作動中であることを表示する。
　浴室カウンタ５内部には、図２に示すように、洗い場水栓（図示せず）に給水／給湯す
る給水管１５及び給湯管１６が配管される。このうち給水管１５は、分岐されて、機能ユ
ニット１１に水を供給する水道水導入管１５が接続される。
　この水道水導入管１５の途中には止水栓１８が設けられ、この止水栓１８を閉めること
により、機能ユニット１１を取り外す際にも、浴室の通常の使用に支障を来さないように
なっている。
【００１１】
　水道水導入管１７により導入された水は、機能ユニット１１内において殺菌水に変成さ
れ、殺菌水導出管１９を経由して散布ノズル１２へと送られる。
　機能ユニット１１は、図３（ａ）に示すように、ケース２０内に、水道水導入管１７に
接続する流入口２１を介して順に、電磁弁２２、定流量弁２３、大気開放弁２４、逆止弁
２５、及び電解槽２６が連通され、電解槽２６は、流出口２７を介して殺菌水導出管に接
続される。ここで、流入口および流出口は浴室カウンターの前端部側に配置されるように
取設されており、流入口と流出口の軸はそれぞれ対角位置に配置されている。電解槽を介
して流入口と流出口を連通するための管路部は、流入口から浴室カウンターの後端部側に
直進する往路部と、流出口から浴室カウンターの後端部側に直進する復路部と、往路部お
よび復路部の浴室カウンター後端部側の端部を連通するためにＵ字状に屈曲すると共に、
復路部が往路部に比べて高い位置に配置されるように取り付けられる屈曲部と、を有して
いる。
【００１２】
　機能ユニット１１は、ケース２０内にウレタン樹脂２８が充填されて、防水構造とされ
ている。これにより、電気部品の端子部の防水と、通水部からの漏水が防止される。
【００１３】
　また、図３（ｂ）に示すように、機能ユニット１１の大きさを最小とすべく、流入ロ２
１と流出口２７の軸が、ケース２０の対角に位置するように配設される。
　リモコン１３のスイッチ１３ａが押されると、制御ボックス１０からの指示により電磁
弁２２が開閉する。そして、電磁弁２２が開くことにより通水され、定流量弁２３により
流量が一定に保たれる。これにより、生成される殺菌水の濃度が一定に保たれると同時に
、散布ノズル１２から散布される殺菌水の水圧も一定に保たれ、所望の範囲に殺菌水を散
布することが可能となる。
　通水状態になると、電解槽２６の電極２９に通電が開始され、電極２９の電気分解が行
われて銀イオンが発生する。銀イオンを含有する水は殺菌水として散布ノズル１２へ送ら
れる。こうして生成された殺菌水は、逆止弁２５により給水管１５へと逆流することが防
止される。
【００１４】
　大気開放弁２４は、通電時（電磁弁開）においては閉止状態になって、水が外部に漏出
することが防止され、待機時（電磁弁閉）には開放状態になって、逆止弁２５より下流側
は空気と置換される。これにより、電解槽２６内に残存水が残ることが防止される。
【００１５】
　電解槽２６の電極２９は、銀、銀合金または銀メッキ金属により形成され、電極２９の
電気分解が行われると銀イオンが発生する。この電極２９は、図４（ａ）に示すように、
電極２９同士が水平になるような位置関係で設置されている。これにより、図４（ｂ）に
示すように、待機時に残存水の表面張力による電極の導通状態が回避される。このように
することで、電解槽をコンパクト（厚みを薄く）にしても、待機時に残存水の表面張力に
よって電極が導通状態になることを回避できる。
【００１６】
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　散布ノズル１２は、図５に示すように、大別して、殺菌水導出管１９に接続されるボデ
ィ３０と、その先端に軸支される回転体３１とから構成される。回転体３１はまた、上側
部材３２と下側部材３３とに分割され、ワッシャ３４を介して、固定ビス３５により、ボ
ディ３１の先端に回転自在に取設される（図７参照。）。回転体３１はこのように取り外
し可能かつ分解可能に形成されているので、その内部及びボディ３０の先端を清掃するこ
とができる。
【００１７】
　回転体３１（の下側部材３３）には、図６（ａ）に示すように、４対８個の液体噴出孔
３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄが設けられる。これらの液体噴出孔３３ａ，３３ｂ，３
３ｃ，３３ｄは、回転体３１の回転中心から同一方向へ同一距離偏心して設けられるので
、通水状態になると、吐水反力により回転し、洗い場床３ヘ殺菌水を万遍なく散布するこ
とができる。
　これらのうち、液体噴出孔３３ａは、図６（ｂ）に示すように、水平に開口するものの
、液体噴出孔３３ｂは、図６（ｃ）に示すように、仰角４°に開口する。また、液体噴出
孔３３ｃは、図６（ｄ）に示すように、仰角８°に、液体噴出孔３３ｄは、図６（ｄ）に
示すように、仰角１２°にそれぞれ開口する。
　これにより、洗い場床３の散布ノズル遠方まで、殺菌水を散布することができる。なお
、各液体噴出孔の仰角は、散布する洗い場床の広さに応じて適宜決定される。
【００１８】
　ところで、ボディ３０の先端は、図７に示すように、直径Ｄ１に形成された軸先端３０
ａのさらに先に直径Ｄ２の最先端３０ｂが段落ちして形成される。これに対応して、上側
部材３２には、軸先端３０ａが挿通可能な直径Ｄ１’の挿通孔３２ａが形成され、下側部
材３３には、最先端３０ｂが挿通可能なものの軸先端３０ａは挿通不能な直径Ｄ２’’の
挿通孔３３ｅが形成される。
　これにより、回転体３１を分解した後、誤って上側部材３２と下側部材３３とを上下逆
に取り付けることが防止されるので、液体噴出孔３３ｂ，３３ｃ，３３ｄは仰角を確保で
き、常に上方を指向して開口する。
【００１９】
　本実施の形態に係る浴室殺菌システムは上記のように構成されており、以下その殺菌水
散布状態について説明する。図８は、殺菌水の散布状態を示す平面図であり、図９は同立
面図である。
【００２０】
　図８に示すＧのエリアは、主に仰角０°の液体噴出孔３３ａからの殺菌水が散布される
エリアであり、同Ｈのエリアは、主に仰角４°の液体噴出孔３３ｂからの殺菌水が散布さ
れるエリア、同じく、Ｉ及びＪのエリアは、それぞれ主に仰角８°及び１２°の液体噴出
孔３３ｃ及び３３ｄからの殺菌水が散布されるエリアである。このように、液体噴出口３
３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄの仰角を異ならせることにより広範囲に亘って殺菌水を散
布することが可能となる。
【００２１】
　これに対し、図８に示すＦのエリアには、殺菌水は直接散布されない。このエリアには
、図９に示すように、散布ノズル１２より奥側で浴室カウンタ５が取設される第１の壁面
４、第１の壁面４近傍側の第２の壁面４２、または第１の壁面４近傍側のバスエプロン６
に当たり跳ね返った水、及び跳ね返った後そこから洗い場床３の勾配に沿って流れ下る殺
菌水により洗浄される。このように、散布ノズル１２が回転して吐水する形態であるため
、散布ノズル１２から離れたエリアＧ，Ｈ，Ｉ，Ｊエリア用の液体噴出孔３２ａ～３２ｄ
を設けておけば、必然的に散布ノズル１２近傍の洗い場床上は、大量の殺菌水が流れるこ
とになる（Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊエリアを散布するための液体噴出口が散布ノズル１２より奥側
に位置した時、殺菌水が全て壁に跳ね返って散布ノズル近傍の洗い場床上を流れるため）
。これにより、洗い場床上全面に殺菌水を行き渡らせることが可能となる。特に、水道圧
力のみで、散布ノズル１２遠方側まで殺菌水を散布するためには、液体噴出孔の総孔面積
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をあまり大きくすることはできない。しかし、本実施形態では、散布ノズル１２から離れ
たエリアＧ，Ｈ，Ｉ，Ｊエリア用の液体噴出孔のみで足りるため、水道水圧のみで洗い場
床の全面に殺菌水を行き渡らせることができる。つまり、複数の液体噴出孔は、散水ノズ
ルからみて洗い場床面に対して近傍側には直接吐水を行わず、洗い場床面に対して遠方側
のみに直接吐水を行うようにしている。
【００２２】
　次に、散布ノズル１２は、浴槽２と洗い場床３を隔てて対向する第１の壁面４近傍、す
なわち、排水口７と対角位置となる水上に取設されるので、散布ノズル近傍においても殺
菌水が廻らないエリアはない。
　また、散布ノズル１２は、浴室カウンタ５下部に取設されるので、浴室カウンタ５下部
が陰になって、殺菌水が廻らないということもない。また、洗い場における入浴時の人体
洗浄の際にも邪魔にならず、従来の洗浄では死角となっていたカウンター下方の床面の汚
れをも効果的に洗浄することができる。
【００２３】
　他方、散布ノズルは浴槽リムより低い位置に取設されており、液体噴出口３３ｄの仰角
は一定以下に抑えられるので、無闇に広いエリアに散布することはなく、経済的であるば
かりでなく、図９に示すように、殺菌水は最高位置でも浴槽２のリム２ａの高さを超えな
いので、風呂蓋に殺菌水がかかることもない。
【００２４】
　さらに、殺菌水は、バスエプロン６に向かっても散布されるので、図１０に示すように
、排水口７上の排水蓋８とバスエプロン６との間にできる隙間には、バスエプロン６に当
たって流れ落ちる殺菌水によって洗浄される。このように、洗い場床３を流れ落ちる殺菌
水だけでは網羅できないエリア（排水口におけるバスエプロン６側の端辺であって、特に
その中央付近は洗い場床上を流れた殺菌水が流れにくい。）も洗浄することができる。こ
こで、殺菌水吐水部はエプロンからは離れた側の浴室カウンター下面に取設されているた
め、バスエプロンの広範囲に多くの殺菌水を吐水させることが可能となる。
【００２５】
　図８（ｂ）を用いて、床面上の殺菌水の流れについて説明する。散布ノズル１２は鉛直
方向の軸周りに回転するため、円形状に殺菌水が散布される。上述した通り、この散布ノ
ズル１２は角度を複数有し、洗浄対象範囲を異なるよう複数の液体噴出孔を有している。
液体噴出孔の角度によって、殺菌水の洗い場床上の散布領域はＧ、Ｈ、Ｉ、Ｊエリアとな
る。これらの液体噴出孔は、洗い場床上に直接吐水している位置以外の時は、３つの壁面
（第１の壁面または第２の壁面または第３の壁面）かバスエプロン６のいずれかに殺菌水
が当たっている。本実施形態によれば、洗い場床上のＧ、Ｈ、Ｉエリアに直接吐水する液
体噴出孔は、回転することにより洗い場床上以外にエプロン６と、浴室カウンタが取設さ
れる第２の壁面と、浴槽と対向する第１の壁面に直接、吐水する状態を有する。一方、Ｊ
エリアに直接吐水する液体噴出孔は、回転することによりエプロン６と、浴室カウンタが
取設される第２の壁面と、第２の壁面と対向する第３の壁面と、浴槽と対向する第１の壁
面に直接、吐水する状態を有する（一部、洗い場床上のＪエリアにも殺菌水が直接吐水さ
れていても良い）。つまり、Ｊエリアを担当する液体噴出孔により、バスエプロン６及び
第１の壁面及び第２の壁面前記第３の壁面の全周に渡って殺菌水を直接吐水することが可
能となっている。尚、これらの液体噴出孔から吐水される殺菌水は、少なくとも浴槽リム
より高い位置までは、かからないようになっている（浴槽リム上面より下方にしか殺菌水
はかからない）。このように、浴槽リムより高い位置まで殺菌水がかからないことにより
、第２の壁面４２における浴室カウンタ５の上方に配置される鏡や水栓金具に殺菌水がか
からないようにすることができる。鏡や水栓等の光沢のある部材に殺菌水がかかり放置さ
れると、黒ずみや腐食の原因となる。特に、浴室カウンタ５の下に散布ノズル１２を設け
た場合には、浴室カウンタ５と対向するように立設された第３の壁面３６に殺菌水を散布
するために斜め上方（仰角を有する）に向けて吐水するための液体噴出孔を設ける必要が
ある。この場合であっても、散布ノズル１２の全体が浴室カウンタ５の前端部より奥側（
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第２の壁面側）に配置されていれば、浴室カウンタ５より上方に取り付けられている水栓
や鏡に殺菌水がかかるることも確実に防止できる。さらに、浴槽リムより高い位置まで殺
菌水がかからないことにより、万が一、使用者が浴室内に在室していた場合であっても、
顔から殺菌水をかぶることを防止できる。
　一方、Ｆエリアは、壁に当たって床面に流れ落ちた殺菌水が、床の傾斜に従って排水口
まで流れる際に必ず、殺菌水が通る部分であるため、洗い場床上に殺菌水を直接吐水させ
ていない。特に、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊエリアの洗い場床上に直接吐水する液体噴出孔から吐水
される殺菌水は必ず第２の壁面４２に当たることになるため、第２の壁面４２から洗い場
床上に落ちる水量も多い。このように、水道圧力のみで、第１の壁面、第２の壁面、第３
の壁面、バスエプロン、洗い場床上全面の全てに殺菌水を直接吐水することは困難である
ため、洗い場床面上よりも、第１の壁面、第２の壁面、第３の壁面、バスエプロンの方に
大量の殺菌水が直接吐水されるようにしている。
　散布ノズル１２に最も近い散布領域Ｇ（洗い場床上に直接吐水される領域の中で最も散
布ノズルに近い）は、排水蓋８の上面に殺菌水が直接かかる角度に散水ノズルの角度を設
定している。洗い場床上のＧ、Ｈ、Ｉ、Ｊエリアに散布ノズル１２から直接当たる殺菌水
の流れは、大半が排水口から遠ざかる速度成分を有し、壁面やエプロン６から流れてくる
流れとぶつかり、殺菌水の排水速度を落とす作用を引き起こす（排水勾配に逆らうように
、洗い場床上に殺菌水が直接吐水される）。一方、洗い場床上のＦエリアに散布ノズル１
２から直接当たるようにすると、殺菌水の流れは、排水口に向かう速度成分を有し、殺菌
水の排水速度を高める作用を引き起こしてしまうため、洗い場床上のＦエリアには殺菌水
を直接吐水せずに、壁面に当たって跳ね返り、水勢が弱まった状態で殺菌水を浸らせるこ
とが好ましい。
　以上により、散布ノズル１２から散布された殺菌水が、直接排水口に流れこむのを避け
、できるだけ長い時間、床面に殺菌水を滞留させることができる。また、３方向の壁面下
部とバスエプロンに万遍なく殺菌水を接触させることが可能となる。
【００２６】
　上述した本実施形態による浴室殺菌システムによれば、以下の効果が得られる。洗い場
床を囲む壁の低い部分、バスエプロン等の細菌や黴が繁殖しやすい部位に直接殺菌水を吐
水させることができる。また、壁面やバスエプロンに吐水を当てることで、散布ノズル１
２から吐水された水勢を弱めることが可能となる。また、壁面やバスエプロンから落下し
た殺菌水は、ゆっくりと排水勾配によって排水口に流れていくため、洗い場床面上に滞留
する時間を長くすることができる。また、壁面やバスエプロンから落下した殺菌水は洗い
場床面上の周縁部に落下して排水勾配によって排水口に向かって流れるが、排水口に到達
するまでの洗い場床上を移動する殺菌水の移動距離を最大化でき（洗い場床の排水勾配の
上流側から殺菌水が流れることになるため）、結果的に滞留時間も長くすることができる
。また、細菌や黴が繁殖しやすい洗い場床と壁面の間を水密的に塞ぐシール材（シリコン
や目地）にも確実に殺菌水を当てることができる。また、壁やバスエプロンから落下した
殺菌水は洗い場床面上の周縁部に落下して、排水勾配によって排水口に向かって流れる（
排水勾配に逆らう形で洗い場床上の殺菌水が流れることがない）ため、洗い場床上の髪の
毛が排水口まで円滑に流れやすい（洗い場床の勾配に沿って殺菌水が洗い場床上を流れる
）。また、散布ノズル１２の近傍の洗い場床上には殺菌水を直接吐水せず、散布ノズル１
２から離れた洗い場床上のみに殺菌水を直接吐水するようにしたため、水道圧力のみで散
布ノズル１２の遠方側まで確実に殺菌水を散布することが可能となる。
【００２７】
　次に本発明の第二の実施形態について説明する。第二の実施形態では、洗い場床３表面
の構成が第一の実施形態とは異なる。その他の構成については、第１実施形態の構成と同
一であるため、これら同一の構成については説明を省略する。
【００２８】
　本実施形態における樹脂で形成された疎水性の洗い場床３の表面について図１５を用い
て説明する。洗い場床３の表面には、滑り止め用の複数の島状の凸部１００が形成されて
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いる。また、これら凸部１００の間に流れ込んだ水を、一時捕水できる状態にする流路１
１０が排水口７あるいは、排水流し溝（図示しない）まで連続して形成されている。この
流路１１０は、島状の凸部を取り囲むように形成されており、流路１１０内に流れ込んだ
水を排水口７あるいは排水流し溝に導くために排水用の下り勾配が取られている。その結
果、洗い場床３の表面で水玉を形成した残水は、流路１１０内に一時捕水されている水と
接触することで流路１１０から排水口７あるいは排水流し溝に途切れること無くゆっくり
と排水され、洗い場床３上に残水が残らないようになっている。
【００２９】
　このように、本実施形態における洗い場床３では、流路１１０内を流れる水を流れにく
くしてゆっくりと排水させることで、流路１１０内に一時捕水状態を作り出すことを可能
にしている。
【００３０】
　この流路１１０内の排水勾配によって流路１１０内を流れる水の流速を抑制させる手段
としては、例えば、流路１１０内に、流路１１０を横切る方向に突出部（図示しない）を
形成することで、流路１１０を流れる水の速度が突出部に邪魔されて抑制され、ゆっくり
流れるようになり、流路１１０内で水が途切れることがなくなる。また、基本形状を長方
形とする凸部１００を縦・横、互い違いにずらして配置され、その間に形成される流路を
細かく方向転換・枝別れさせ、細かい網目状に流路を配置することで、流路１１０内の流
速を抑制させることもできる。
【００３１】
　本実施形態の洗い場床３を用いて、殺菌水を洗い場床３上に散水すると、流路１１０内
において、殺菌水が排水口７あるいは排水流し溝まで途切れることなく、ゆっくりと排水
されるため、洗い場床３上に殺菌水を長い時間、滞留させることができる。
【００３２】
　また、殺菌水はゆっくりと流路１１０内を流れているため、洗い場床３上に殺菌水の水
溜り（殺菌水で洗い場床が浸された状態）が発生しやすくなり、洗い場床３上の髪の毛が
排水口７まで円滑に流れやすくなる。さらに、洗い場床３上に殺菌水の水溜り（殺菌水で
洗い場床が浸された状態）が発生しやすくなることで、洗い場床３上の全面に殺菌水を浸
すことが可能となる。
【００３３】
　発明の第三の実施形態として、散布ノズル１２が、一本の固定ノズルから構成されてい
ても良い。図１１（ａ）は散布ノズル１２から全方位に向かって水を噴出する液体噴出口
３９を有する四方向カバーノズル３８を示す。第一の実施形態と同じく、浴室カウンタ５
の下部に取り付けられ、散布ノズルから壁やバスエプロンに向かって殺菌水を吐水する。
ノズルから壁面への距離に応じて、噴出角度や噴出高さ、穴径、穴数を変えることも考え
られる。浴室カウンタが取設される第２の壁面４２を洗うノズル穴数より、残り３方面の
壁面を洗うノズル穴数を多くするのがより好ましい。図１１（ｂ）に示すように、浴室カ
ウンタ５の取り付けられる壁面４２は、ノズル３８からの距離が短いため、水勢を弱くし
、ノズル３８から距離の遠い壁面に向かう噴出口は、水勢を強くし、確実に４方向の壁面
に殺菌水が届くようにする。このように、散布ノズルを固定式の全方位に向かって吐水可
能な複数の液体噴出口３９を有する場合には、水道圧力のみで散布ノズル１２の遠方側ま
で殺菌水を散布させるために、散布ノズル１２近傍側の壁面に直接吐水する液体噴出口の
総開口面積よりも、散布ノズル１２遠方側の壁面に直接吐水する液体噴出口の総開口面積
の方が大きくなるようにすることが好ましい。
【００３４】
　発明の第四の実施形態として、殺菌水吐水部が、二本の固定ノズルから構成されていて
も良い。図１２（ａ）は、二本の固定ノズルが、三方向カバーノズル４０と一方向カバー
ノズル４１から構成される例を表す。図１２（ｂ）に示すように、２つのノズルは、同一
の給水管から分岐して給水される。また浴室カウンタ５の内部に、殺菌水を生成する機能
ユニット１１を設置する。２つのノズルの流量比は、ノズル吐水口の開口面積によって決
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定される。好ましくは３方向カバーノズル４０は、一方向カバーノズル４１より、３倍開
口面積を大きくして、４つの壁面に均等に殺菌水量が当たるようにするのが良い。
【００３５】
　発明の第五の実施形態として、殺菌水吐水部が、浴室内の壁面に取り付けられても良い
。図１３は、第３の壁面３６、第２の壁面４２に散布ノズル４３ａ、４３ｂが設置される
例を示す。壁面に取り付けた散布ノズルから、取り付けられた壁面以外の３面に向かって
殺菌水を吐水する。ノズルへは浴室内、浴室外いずれかに設置される殺菌水供給管を用い
て、殺菌水を生成する機能ユニットから殺菌水が供給される。機能ユニットは、浴室内、
浴室外いずれに設置しても構わないが、浴槽と接触する３つの壁面のうち、浴槽の短辺側
の壁面との間にできる空間（浴室内）に収納するのが望ましい。壁面取り付けノズル４３
ａ、４３ｂからの吐水タイミングは、２つのノズルから同時に殺菌水を吐水しても、タイ
ミングをずらして、各々から殺菌水を吐水しても良い。また３つ以上の複数のノズルを各
壁面に設置することも可能である。
【００３６】
　図１４（ａ）の広角で殺菌水を吐水できる広角ノズル４４を用いれば、壁面に単独で設
置しても、４つの方向の壁面に、殺菌水を吐水することができる。図１４（ｂ）に示した
往復運動するように可動しながら吐水するノズル４５を用いることも可能である。
　図１１～図１４は、散布ノズルの実施形態として示したが、本発明の散布ノズルは、本
質的には多穴を表すものであり、ノズルの数で規定されるものではない。
【００３７】
　本発明における殺菌水としては、殺菌性物質又はイオンを含有する水を例示することが
できる。具体的には、遊離塩素、抗菌性金属（例えば、銀、銅、亜鉛等）又はそのイオン
、オゾン、オゾン含有水、結合塩素、有機塩素系消毒液、有機リン酸系消毒液、ベルオク
ソ炭酸イオン又はその塩、アルコール系消毒液などを挙げることができる。
【００３８】
　以上に説明した実施態様は説明のためのものであり、本発明の範囲を制限するものでは
ない。したがって、当業者であればこれらの各要素もしくは全要素をこれと均等なものに
よって置換した実施態様を採用することが可能であるが、これらの実施態様も本発明の範
囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係る浴室殺菌システムの一実施形態の全体概要を示す図。
【図２】浴室カウンタ裏面に取設された機能部を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は正
面図、（ｃ）は側面図。
【図３】機能部の詳細を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図図。
【図４】銀電極の配置を模式的に説明する図。
【図５】散布ノズルの構成を示す図。
【図６】散布ノズルの回転体を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）はＢ－Ｂ断面図、（ｃ
）はＣ－Ｃ断面図、（ｄ）はＤ－Ｄ断面図、（ｅ）はＥ－Ｅ断面図。
【図７】散布ノズルの分解断面図。
【図８】殺菌水の散布状態を示す平面図（ａ）と床面の水の流れを表す図（ｂ）。
【図９】殺菌水の散布状態を示す立面図。
【図１０】排水口廻りにおける殺菌水の散布状態を示す斜視図。
【図１１】散布ノズルの第二の実施例を示す図。
【図１２】散布ノズルの第三の実施例を示す図。
【図１３】散布ノズルの第四の実施例を示す図。
【図１４】散布ノズルの第五の実施例を示す図。
【図１５】樹脂で形成された疎水性の洗い場床を示す図。
【符号の説明】
【００４０】
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１　浴槽殺菌装置
２　浴槽
２ａ　リム
３　洗い場床
４　壁面
５　浴室カウンタ
６　バスエプロン
７　排水口
８　排水蓋
１０　制御ボックス
１１　機能ユニット
１２　散布ノズル
１３　リモコン
１３ａ　スイッチ
１３ｂ　ＬＥＤ
１５　給水管
１６　給湯管
１７　水道水導入管
１８　止水栓
１９　殺菌水導出管
２０　ケース
２１　流入口
２２　電磁弁
２３　定流量弁
２４　大気開放弁
２５　逆止弁
２６　電解槽
２７　流出口
２８　ウレタン樹脂
２９　電極
３０　ボディ
３０ａ　軸先端
３０ｂ　最先端
３１　回転体
３２　上側部材
３２ａ　３３ｅ　挿通孔
３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄ　液体噴出孔３３　下側部材
３４　ワッシャ
３５　固定ビス
３６　壁面
３７　出入口
３８　四方向カバーノズル
３９　噴出口
４０　三方向カバーノズル
４１　一方向カバーノズル
４２　壁面
４３ａ、４３ｂ　壁面取り付けノズル
４４　広角ノズル
４５　揺動ノズル
１００　滑り止め用の複数の島状の凸部
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１１０　流路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月24日(2009.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽と、
　前記浴槽に隣接し、排水勾配が取られた洗い場床と、
　前記洗い場床の前記浴槽側端辺から、該浴槽の前記洗い場床側端辺までを掩蔽するバス
エプロンと、
　前記バスエプロン側から前記洗い場床を隔てて前記浴槽に対向する第１の壁面側へ横設
されるとともに、前記第１の壁面の端部から前記浴槽側に延在する第２の壁面に取付けら
れ、前記第２の壁面と対向する第３の壁面側に突設された浴室カウンタと、
　前記第２の壁面から離れた位置で前記洗い場床に形成され、前記排水勾配により前記洗
い場床上の水が流れ込む排水口と、を有する浴室の洗い場床を殺菌するための浴室殺菌シ
ステムであって、
　前記浴室カウンタ下面に取設され、殺菌水を前記洗い場床上に吐水する殺菌水吐水部を
備え、
　前記殺菌水吐水部は、前記排水口よりも前記第２の壁面側の洗い場床上には、前記第２
の壁面に当たった後に殺菌水が流れるように吐水し、前記排水口よりも前記第３の壁面側
の前記洗い場床上には、直接殺菌水が当たるよう吐水することを特徴とする浴室殺菌シス
テム。
【請求項２】
　前記殺菌水吐水部は、仰角を有し斜め上方に向けて殺菌水を吐水する液体噴出孔が設け
られていることを特徴とする請求項１記載の浴室殺菌システム。
【請求項３】
　前記殺菌水吐水部は、鉛直方向の軸周りに回転して殺菌水を吐水するよう構成されてい
ることを特徴とする請求項１記載の浴室殺菌システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明に係る浴室殺菌システムは、上述した課題を解決するために、浴槽と、前記浴槽
に隣接し、排水勾配が取られた洗い場床と、前記洗い場床の前記浴槽側端辺から、該浴槽
の前記洗い場床側端辺までを掩蔽するバスエプロンと、前記バスエプロン側から前記洗い
場床を隔てて前記浴槽に対向する第１の壁面側へ横設されるとともに、前記第１の壁面の
端部から前記浴槽側に延在する第２の壁面に取付けられ、前記第２の壁面と対向する第３
の壁面側に突設された浴室カウンタと、前記第２の壁面から離れた位置で前記洗い場床に
形成され、前記排水勾配により前記洗い場床上の水が流れ込む排水口と、を有する浴室の
洗い場床を殺菌するための浴室殺菌システムであって、前記浴室カウンタ下面に取設され
、殺菌水を前記洗い場床上に吐水する殺菌水吐水部を備え、前記殺菌水吐水部は、前記排
水口よりも前記第２の壁面側の洗い場床上には、前記第２の壁面に当たった後に殺菌水が
流れるように吐水し、前記排水口よりも前記第３の壁面側の前記洗い場床上には、直接殺
菌水が当たるよう吐水することを特徴とする。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　次に本発明の参考例について説明する。本参考例では、洗い場床３表面の構成が第一の
実施形態とは異なる。その他の構成については、第１実施形態の構成と同一であるため、
これら同一の構成については説明を省略する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　発明の参考例として、散布ノズル１２が、一本の固定ノズルから構成されていても良い
。図１１（ａ）は散布ノズル１２から全方位に向かって水を噴出する液体噴出口３９を有
する四方向カバーノズル３８を示す。第一の実施形態と同じく、浴室カウンタ５の下部に
取り付けられ、散布ノズルから壁やバスエプロンに向かって殺菌水を吐水する。ノズルか
ら壁面への距離に応じて、噴出角度や噴出高さ、穴径、穴数を変えることも考えられる。
浴室カウンタが取設される第２の壁面４２を洗うノズル穴数より、残り３方面の壁面を洗
うノズル穴数を多くするのがより好ましい。図１１（ｂ）に示すように、浴室カウンタ５
の取り付けられる壁面４２は、ノズル３８からの距離が短いため、水勢を弱くし、ノズル
３８から距離の遠い壁面に向かう噴出口は、水勢を強くし、確実に４方向の壁面に殺菌水
が届くようにする。このように、散布ノズルを固定式の全方位に向かって吐水可能な複数
の液体噴出口３９を有する場合には、水道圧力のみで散布ノズル１２の遠方側まで殺菌水
を散布させるために、散布ノズル１２近傍側の壁面に直接吐水する液体噴出口の総開口面
積よりも、散布ノズル１２遠方側の壁面に直接吐水する液体噴出口の総開口面積の方が大
きくなるようにすることが好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　発明の参考例として、殺菌水吐水部が、二本の固定ノズルから構成されていても良い。
図１２（ａ）は、二本の固定ノズルが、三方向カバーノズル４０と一方向カバーノズル４
１から構成される例を表す。図１２（ｂ）に示すように、２つのノズルは、同一の給水管
から分岐して給水される。また浴室カウンタ５の内部に、殺菌水を生成する機能ユニット
１１を設置する。２つのノズルの流量比は、ノズル吐水口の開口面積によって決定される
。好ましくは３方向カバーノズル４０は、一方向カバーノズル４１より、３倍開口面積を
大きくして、４つの壁面に均等に殺菌水量が当たるようにするのが良い。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　発明の参考例として、殺菌水吐水部が、浴室内の壁面に取り付けられても良い。図１３
は、第３の壁面３６、第２の壁面４２に散布ノズル４３ａ、４３ｂが設置される例を示す
。壁面に取り付けた散布ノズルから、取り付けられた壁面以外の３面に向かって殺菌水を
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吐水する。ノズルへは浴室内、浴室外いずれかに設置される殺菌水供給管を用いて、殺菌
水を生成する機能ユニットから殺菌水が供給される。機能ユニットは、浴室内、浴室外い
ずれに設置しても構わないが、浴槽と接触する３つの壁面のうち、浴槽の短辺側の壁面と
の間にできる空間（浴室内）に収納するのが望ましい。壁面取り付けノズル４３ａ、４３
ｂからの吐水タイミングは、２つのノズルから同時に殺菌水を吐水しても、タイミングを
ずらして、各々から殺菌水を吐水しても良い。また３つ以上の複数のノズルを各壁面に設
置することも可能である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
【図１】本発明に係る浴室殺菌システムの一実施形態の全体概要を示す図。
【図２】浴室カウンタ裏面に取設された機能部を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は正
面図、（ｃ）は側面図。
【図３】機能部の詳細を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図図。
【図４】銀電極の配置を模式的に説明する図。
【図５】散布ノズルの構成を示す図。
【図６】散布ノズルの回転体を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）はＢ－Ｂ断面図、（ｃ
）はＣ－Ｃ断面図、（ｄ）はＤ－Ｄ断面図、（ｅ）はＥ－Ｅ断面図。
【図７】散布ノズルの分解断面図。
【図８】殺菌水の散布状態を示す平面図（ａ）と床面の水の流れを表す図（ｂ）。
【図９】殺菌水の散布状態を示す立面図。
【図１０】排水口廻りにおける殺菌水の散布状態を示す斜視図。
【図１１】散布ノズルの第二の実施例を示す図。
【図１２】散布ノズルの参考例を示す図。
【図１３】散布ノズルの参考例を示す図。
【図１４】散布ノズルの参考例を示す図。
【図１５】樹脂で形成された疎水性の洗い場床を示す図。
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